
 
 
 

    ２月１３日～３月１５日 パブリックコメントの実施 
 

  ３月下旬        北広島市防災会議の開催、計画の決定 
  

 
 
 
  

            
 

（１）減災の基本理念の明確化 
 
 
 
 
 

（２）住民等の円滑かつ安全な避難の確保 
 
 
 
 
 

 

（３）被災者保護対策 
 
 
 
 
 
 
（４）その他 
 
  

            
 

 東日本大震災以降、災害対策基本法が改正され、これを受け、
国が防災基本計画を改正、さらに北海道が道地域防災計画並びに
道水防計画の改正を行っている。 
 このことを踏まえ、防災教育・災害予防・災害応急対策・災害
復旧に関する事項における防災対策の効果的な推進を図ることに
より、市民の生命・身体及び財産を守り、被害を最小限に抑える
ことを目的に計画の修正を行う。 
 
  

北広島市地域防災計画・水防計画の修正の概要 

①計画修正の趣旨 

本市における災害に対処するための基本的かつ総合的な計画 

②構成 

災害対策基本法（国） 平成25年６月改正 

防災基本計画（国） 平成26年１月改正 

道地域防災計画（道） 平成26年３月改正 

道水防計画（道） 平成26年４月改正 

北広島市地域防災計画 

北広島市水防計画 

一般災害対策編 

地震災害対策編 

資料編 

防災関係機関の役割 

市民・事業所の責務 

防災組織 

予防計画 

災害応急対策 

災害復旧・被災者支援 

事故災害対策 

③北広島市地域防災計画の主な修正内容 

 「減災」を基本理念とした計画の効果的促進 
 自助・共助・協働による地域防災力の向上 
 地域コミュニティの向上 
 市民及び事業者による地域防災活動の推進 

 指定避難所、指定緊急避難場所の指定 
 避難勧告等発令基準の明確化・具体化 
 屋内退避等の安全確保措置の指示 
 災害対策本部設置基準の変更（特別警報発表時設置を追加） 

 

 避難所における生活環境の整備 
 福祉避難所の指定 
 罹災証明書の迅速な交付体制の確保 
 被災者台帳の作成 
 安否確認に関する情報提供への対応 

 特別警報の導入等の気象業務法の改正に伴う修正 
 地方公共団体間の相互応援等を円滑に行うための平素の備えの強化 
 大規模停電対策に関する計画の新設 
 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定の推進 

④北広島市水防防災計画の主な修正内容 

⑤スケジュール 

 河川管理者による水防活動の協力 
 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保の推進 
  


